
建物の省エネ性能
“説明義務制度” がスタートします

 2021年4月1日以降の契約物件
 床面積300m²未満の住宅・建築物の新築・増改築

  畜舎、自動車車庫は対象外（居室を有しない、又は開放性を有することで空調を必要としない建築物）
※文化財指定された建築物、仮設建築物は対象外
※10㎡以下の新築、増改築の規模が300㎡以上又は10㎡以下の増改築は対象外

制度の対象

評価・説明の進め方

制度については、下記の４つのステップで進めます。

制度のねらい

建築士から建築主(お施主様)に対する説明を通じて、建築
主の省エネ性能に対する理解を促すとともに、自らが使用
することとなる建物の省エネ性能を高めようとする気持ち
を持ってもらうこと（建築主の努力義務の促進）

※省エネの必要性・効果の情報提供

※国交省のパンフレット活用

※省エネ基準の評価・説明の要不要
※説明不要の意思表明があった場合
は意思表明書面を保存

※建物の省エネ性能の計算
※省エネ基準適合の評価

※省エネ基準の適否
※不適合の場合は省エネ性能確保のため

の対策案
（説明書面は保存図書として保存）
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ステップ① 建築主への情報提供

ステップ② 建築主の意思確認

ステップ③ 省エネ性能の評価

ステップ④ 建築主への評価結果の説明



使用する書面

【情報提供】 【意思確認書面】 【省エネ基準の適合性】

建築主に説明する際は、下記の書面等を使用して情報提供、意思の確認、評価の説明を行います。

省エネ性能の計算

省エネ性の評価方法には、下記の４つの方法があります。状況に応じて適切な方法を選択し、
省エネ基準の適合／不適合を判定します。

詳しい情報はこちら

評価方法
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標準計算ルート 簡易計算ルート モデル住宅法 仕様ルート

パソコン等で行う
簡易な評価方法

パソコン等で行う
簡易な評価方法

手計算で行う
簡易な評価方法

仕様で判断する
評価方法

外皮計算用EXCEL等 外皮計算用EXCEL等 簡易計算シート －

計算する
計算しない

（固定値を使用）
計算しない

（固定値を使用）
計算しない

（計算する方法も有）

各部材の熱伝導率等より
部位の外皮性能を計算

各部材の熱伝導率等より
部位の外皮性能を計算

カタログ等より
部位の外皮性能を転記

仕様基準への
適合確認

簡易計算シート －

設置する設備を選択
仕様基準への
適合確認

考慮できない －

－ －

住宅トップランナー制度、
性能向上計画認定制度、
住宅性能表示制度、
BELS等には使用不可

－

計算する
計算しない

（固定値を使用）

WEBプログラム（住宅版）

設備の性能・仕様を入力可能

or

計算：精密
作業量：大

計算：大まか
作業量：小

① ② ③ ④

（計算精度）
（作業量）

改正建築物省エネ法のページ 検索

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html




